
 

 

第２号様式 

選挙管理委員会会議録 

 

 

１ 会議名 令和５年第１回長岡市選挙管理委員会 

２ 開催日時 令和５年１月12日 (木曜日) 

午前10時から午前10時40分まで 

３ 開催場所 さいわいプラザ５階 選挙管理委員会事務局 

４ 出席者 (委 員) 鷲尾 純一 委員長 

髙橋 惠子 委員長職務代理者 

小方 久男 委員 

入沢 與吉 委員 

(事務局) 武事務局長  綿貫次長 

  安達庶務担当係長 安達選挙担当係長 

 

 

５ 欠席者 なし 

６ 会議に付した事項 (1) 報告 

・二十歳のつどいの配布資料の中で選挙啓発冊子を紹介 長

岡地域 

・明るい選挙出前講座（正徳館高等学校） 

・市議会１２月定例会 総務委員会 

・啓発指導者研修会（オンライン） 

・地方自治法の一部を改正する法律 公布 

・市議会１２月定例会 本会議 

長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例 可決（同日

公布） 

・管理執行指導者研修会（オンライン） 

・新潟県内市選挙管理委員会連合会職員研修会（開催運営：

加茂市） 

(2) 議案 

第１号 選挙人名簿の抹消について 



 

 

第２号 在外選挙人名簿の抹消について 

第３号 長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する規程の一部改正について 

第４号 長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理

要領の一部改正について 

(3) 協議 

・令和５年度選挙管理委員会委員の会議等出席者（案）につ

いて 

・令和５年選挙執行予定一覧 

・第１０投票区投票所の変更について 

統一地方選挙（県議・市議）に関する事項 

・期日前投票所立会人の公募について 

・期日前投票管理者の交替制について 

・選挙管理委員の日程について 

７ 会議結果の概要 議案第１号から第４号まで 

原案のとおり決定 

 

８ 会議の経過 

委員長 

 

事務局長 

委員長 

選挙担当係長 

委員長 

 

委員長 

 

委員長 

委員長 

 

選挙担当係長 

委員長 

 

委員長 

 

委員長 

ただいまから、令和５年第１回長岡市選挙管理委員会を開催する。 

報告事項の説明を求める。 

報告事項を説明 

議案第１号選挙人名簿の抹消についてを議題とする。説明を求める。 

議案第１号を説明 

質疑、意見はないか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議案第１号について、原案のとおり決することに異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議案第１号は、原案のとおり決した。 

議案第２号在外選挙人名簿の抹消についてを議題とする。説明を求

める。 

議案第２号を説明 

質疑、意見はないか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議案第２号について、原案のとおり決することに異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議案第２号は、原案のとおり決した。 



 

 

委員長 

 

 

庶務担当係長 

委員長 

 

委員長 

 

委員長 

委員長 

 

選挙担当係長 

委員長 

委員 

選挙担当係長 

 

 

委員 

選挙担当係長 

委員長 

 

委員長 

委員長 

次長、選挙担当係

長、庶務担当係長 

委員長 

 

 

庶務担当係長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議案第３号長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する規程の一部改正についてを議題とする。説明を求め

る。 

議案第３号を説明 

質疑、意見はないか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議案第３号について、原案のとおり決することに異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議案第３号は、原案のとおり決した。 

議案第４号長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱の

一部改正についてを議題とする。説明を求める。 

議案第４号を説明 

質疑、意見はないか。 

閲覧の実績はどうか。 

毎年、２月に長岡市のホームぺージで閲覧の実績を公表しているが、

ここ最近では、１年間で15件から20件程度の申請がある。今年度につ

いては、17件の申請があった。 

事由の内訳はどうか。 

調査研究の事由が８割以上を占める。 

議案第４号について、原案のとおり決することに異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議案第４号は、原案のとおり決した。 

協議事項の説明を求める。 

 協議事項を説明 

  

期日前投票管理者の交替制について、交替の要望があった場合、そ

れを認めるかどうかの基準はあるのか。希望があれば基本的には認め

る方針なのか。 

 あくまで原則は１日単位の従事でお願いしたいと考えているが、負

担に感じる程度は人によって違うので、そのあたりを踏まえて柔軟に

対応したいと考えている。 

 昨年の選挙後、期日前投票管理者を対象にアンケートを実施したと

ころ、１日の従事が負担となり、交替制を要望する意見が複数寄せら

れたことから、事務局内で検討したもの。投票管理者は投票所の最高

責任者であり、本来であれば、同じ人が１日従事するのが望ましいが、

長時間で身体的な負担も大きいこともあり、今回、試行的に実施して



 

 

 

 

 

委員長 

みて、色々な課題が出てくると思うので、それらを整理したうえで、

今後も継続していくかどうかを検討したい。 

 

これにて、令和５年第１回長岡市選挙管理委員会を閉会する。 

 

長岡市選挙管理委員会規程第11条第２項の規定により、ここに署名

する。 

           委員長               

 


